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船舶事故調査報告書 

 

                              令和７年７月１６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和６年５月２５日 １３時００分ごろ 

発生場所 熊本県八代市八代港 

 八代港防波堤灯台から真方位２７２°１.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°３１.４′ 東経１３０°３０.５′） 

事故の概要  プレジャーヨット オーシャンラブは、南南東進中、また、プレ

ジャーボート光
こう

進
しん

丸は、東南東進中、両船が衝突した。 

 オーシャンラブは、右舷中央部外板の擦過傷等を生じ、また、光進

丸は、左舷船首部外板の擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過  令和６年７月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーヨット オーシャンラブ、５トン未満 

   ２５０－４００３０熊本、個人所有 

   ８.７１ｍ（Lr）×３.１７ｍ×１.４７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４７.００kＷ、不詳 

Ｂ プレジャーボート 光進丸、５トン未満 

   ２９３－２１７０６熊本、個人所有 

   ７.１５ｍ（Lr）×２.０３ｍ×０.５３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５６.６０kＷ、昭和６３年１１月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ５８歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１４年９月３０日 

    免許証交付日 令和４年５月１６日 

           （令和９年９月２９日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ６２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２０年８月４日 

    免許証交付日 令和４年１１月２２日 

           （令和１０年８月３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板に擦過傷、右舷手すり支柱に脱落等 
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Ｂ 左舷船首部外板に擦過傷、船尾甲板オーニング支柱に曲損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、レーダーを備えていないプレジャーヨットで、船長Ａが１

人で乗り組み、八代港に入港するクルーズ船を撮影するため、同港に

向け、令和６年５月２５日１１時３０分ごろ熊本県宇城
う き

市所在のマ 

リーナ内の定係地を出発した。 

 船長Ａは、蔵々
ぞうぞう

ノ瀬戸を通過した後、帆を上げて機帆走していた

が、しばらくして、周囲に他船がいなかったので操舵室を離れて帆を

下ろす作業を行い、操舵室に戻って左舷側にある操縦席に腰を掛け、

魚群探知機を作動させ、手動操舵により、機関のみを使用して約３ 

ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で本船を南南東進させ

た。 

 船長Ａは、帆を下ろす作業を行っていた際、周囲に他船を認めな 

かったので、Ａ船の正横よりも前方の見張りを行いながら、魚群探知

機を見て浅所を避ける進路を検討していたところ、右舷船尾方からエ

ンジン音が聞こえ、振り返って至近に接近したＢ船を認めたものの、

どうすることもできず、１３時００分ごろＡ船の右舷中央部とＢ船の

左舷船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人４人を乗せ、釣りの目的

で、熊本県天草市本渡
ほ ん ど

港北東方沖の釣り場に向け、０５時３０分ごろ

八代港内の定係地を出発した。 

 Ｂ船は、０７時００分ごろ釣り場に到着して釣りを行った後、１２

時００分ごろ釣り場を出発して帰航を始めた。 

 Ｂ船は、レーダーを備えておらず、船長ＢがＧＰＳプロッターを作

動させ操舵スタンド後方の中央に立ち、手動操舵により航行してい

た。 

 船長Ｂは、大戸
う と

ノ瀬戸を通過する頃、八代港三ツ島南灯浮標の南方

に向けて、約１５kn の速力で本船を東南東進させることとした。 

 この頃、Ｂ船の定係地近くにふだん係船している小型船舶（以下

「僚船」という。）がＢ船を追い越した後、定係地の方向に向けて航

行しており、船長Ｂは、Ｂ船の帰航に影響するような他船がいないと

思い、東南東進しても大丈夫と判断して操舵スタンド後方の右舷側に

置いたクーラーボックスに腰を掛けた。 

 船長Ｂは、ふだん腰を掛けて操船する場合、操舵スタンド後方の中

央にクーラーボックスを置き、船首方に死角を生じないよう目線を高

くするため、クーラーボックス上に救命浮環と座布団を重ねて敷き、

その上に腰を掛けるようにしていたが、本事故当時、クーラーボック

ス上に座布団のみを敷き腰を掛けていた。 

（写真１～２ 参照） 
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写真１ ふだんの操船姿勢    写真２ 本事故当時の操船姿勢 

 

 船長Ｂは、船首方を定係地の方向に向けて航行する僚船を見ながら

操船していたところ、左舷船首方上方にＡ船のマストのみを認め、

ヨットがいると思い、衝突の危険を感じて直ちに右舵一杯を取ったも

のの、間に合わず、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 船長Ｂは、船長Ａが負傷していないことを確認し、１３時１５分ご

ろ海上保安庁に本事故の発生を通報し、Ａ船及びＢ船は、海上保安庁

の調査を受けた後、それぞれ定係地に向かった。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長Ｂは、大戸ノ瀬戸を通過して周囲の見張りを行っていた際、八

代市三ツ島の手前にいるＡ船を島影と重なった状態で見ており、Ａ船

を見落としていた。 

 Ｂ船は、乗船者４人がいずれも小型船舶操縦士免許を受有しておら

ず、船長Ｂと操船を交替できる者がいなかった。 

 船長Ｂは、本事故当時、Ｂ船が避航船となる場合に備えて、右舷方

の見張りを重視しようと思い、操舵スタンド後方の中央よりも約６cm

低い右舷側にクーラーボックスを置いて腰を掛けていたが、ふだんよ

りも約１５cm目線が低くなっていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり Ｂ あり 

Ａ なし Ｂ あり 

Ａ なし Ｂ なし 

 Ａ船は、八代港内を南南東進中、船長Ａが、周囲に他船はいないと

思い、周囲の見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船が右舷

船尾方から接近していることに気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突したもの

と考えられる。 

 船長Ａは、帆を下ろす作業を行っていた際、周囲を見回したが、こ

の頃Ｂ船が大戸ノ瀬戸を通過しておらず、Ｂ船を視認することができ

なかったことから、周囲に他船がいないと思ったものと考えられる。 

 Ｂ船は、八代港内を東南東進中、船長Ｂが、周囲に他船はいないと

思い、左舷船首方に死角が生じた状態で航行を続け、左舷船首方の見

救命浮環 

座布団 
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張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船に接近していることに

気付くのが遅れ、Ａ船に気付いた後、直ちに右舵一杯を取ったものの

間に合わず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、大戸ノ瀬戸を通過した頃、三ツ島の手前にいるＡ船を島

影と重なった状態で見ていたことから、Ａ船を見落とし、周囲に他船

はいないと思い、操舵スタンド後方の右舷側に置いたクーラーボック

スに腰を掛けて操船を続けたものと考えられる。 

 船長Ｂは、腰を掛けて操船していた際、目線が低くなっていたこと

から、左舷船首方に死角を生じていたものと考えられる。 

原因  本事故は、八代港内において、Ａ船が南南東進中、Ｂ船が東南東進

中、船長Ａが、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、Ｂ船に

気付くのが遅れ、また、船長Ｂが、左舷船首方に死角が生じた状態で

航行を続け、左舷船首方の見張りを適切に行っていなかったため、避

航動作が遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・レーダーを備えていない船舶の船長は、他船を早期に発見するこ

とが困難であることを考慮し、目視による全周囲の見張りを十分

に注意して行うこと。 

 ・小型船舶の船長は、死角が生じない状態で見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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